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答申行政第３７号

答 申

第１ 審査会の結論

岡山県知事（以下「実施機関」という。）が行った公文書非開示決定は妥当である。

第２ 異議申立てに至る経緯

１ 異議申立人は、平成２１年１０月２８日付けで、岡山県行政情報公開条例（平成８

年岡山県条例第３号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定により、実施機関

に対して、「支出回議関係書類ら全て。現時点で不正と思われる書類に限定する。１

５日の知事定例会見で明確になった会検の指摘事項。」の開示請求（以下「本件開示

請求」という。）を行った。

２ 実施機関は、本件開示請求に係る公文書として、「農林水産省及び国土交通省所管

国庫補助事業の事務費に関して会計検査院に指摘された事項に係る支出負担行為決議

書及び支出命令書（添付された証拠書類を含む）」を特定した上で、当該文書につい

ては条例第７条第６号に該当することを理由として非開示とする公文書非開示決定

（以下「本件処分」という。）を行い、平成２１年１１月２日付けで異議申立人に通

知した。

３ 異議申立人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）第６条の規定により、平成２１年１１月２０日付けで、実施機関に対して異議申

立てを行った。

４ 実施機関は、条例第１７条の規定により、平成２２年３月２５日、岡山県行政情報

公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に対して、本件開示請求に係

る公文書の開示の可否の決定について諮問した。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消して請求した公文書を開示することを求め

るものである。

２ 異議申立ての理由

異議申立人が、異議申立書及び意見書において主張している異議申立ての理由は、

おおむね次のとおりである。

会計検査院は国民に対し、検査結果を報告しており（公にしており）、その内容の

詳細が知りたいのであり、国民の知る権利としての開示である。実施機関の言う理由
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は有りえないと考えている。

会計検査院検査は「外部の圧力や干渉を招くもの」であるとの客観的な説明を詳細

かつ明確にしてほしい。

非開示とした理由に「外部圧力や干渉によって、正確な事実の把握を困難にする。

関係者による違法・不当な行為を容易にする。これら事実の発見を困難にする。」と

あるが、検査院検査は外部圧力や干渉を招くものなのかどうか不明である。（同検査

は厳正に行われるものと信じていたが、外部圧力や干渉でゆがめられた事実が過去に

あったのですか。同検査はそんな程度のものなのか？）

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が非開示理由説明書及び意見陳述において説明している内容は、おおむね

次のとおりである。

本件開示請求に係る公文書は、当時行われていた会計検査院の検査の実施状況に関

する情報であり、当該情報は、条例第７条第６号柱書き前段に規定する「国」の機関

が行う「事務」に関する情報に該当する。

また、会計検査院の実施する検査は、一回の実地検査の実施により完結し、直ちに

その結果が公表されるものではなく、その結果等について会計検査院内部で十分な検

証を行った上で、検査報告事項案等を作成し、これを会計検査院内部における所定の

周到かつ慎重な審理・判断過程を経た上で最終的にその取扱いが決定されるものであ

る。当時行われていた検査の実施状況に関する情報について、これを公にした場合に

は、外部の圧力や干渉を招くなどして、厳正かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼし、

もって会計検査院による正確な事実の把握を困難にするおそれ又は関係者による違法

若しくは不当な行為を容易にし、若しくは会計検査院によるその発見を困難にするお

それがあり、同号柱書き後段に規定する当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるものに該当する。

したがって、当時行われていた会計検査院の検査の実施状況のわかる上記対象文書

の情報については、条例第７条第６号に規定する非開示情報に該当する。

第５ 審査会の判断

１ 本件対象公文書について

本件異議申立ての対象となった公文書（以下「本件対象公文書」という。）は、農

林水産省及び国土交通省所管国庫補助事業の事務費に関して会計検査院に指摘された

事項に係る支出負担行為決議書及び支出命令書（添付された証拠書類を含む。）であ

る。

２ 本件対象公文書に係る条例上の非開示条項について

条例第７条第６号は、「県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方

独立行政法人又は地方公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすること

により、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を非開示とすることを定め、同号イにお
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いて、「監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難に

するおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする

おそれ」を挙げている。

３ 本件対象公文書の非開示条項該当性の具体的検討について

実施機関は、本件開示請求に係る公文書は、当時行われていた会計検査院の検査の

実施状況に関する情報であり、これを公にした場合には、外部の圧力や干渉を招くな

どして、厳正かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼし、もって会計検査院による正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は関係者による違法若しくは不当な行為を容易に

し、若しくは会計検査院によるその発見を困難にするおそれがあり、条例第７条第６

号柱書き後段に規定する当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

ものに該当すると説明する。

会計検査院の実施する検査は、一回の実地検査の実施により完結し、直ちにその結

果が公表されるものではなく、その結果等について会計検査院内部で十分な検証を行

った上で、検査報告事項案等を作成し、これを会計検査院内部における所定の周到か

つ慎重な審理・判断過程を経た上で最終的にその取扱いが決定されるものである。本

件対象公文書は当時行われていた会計検査院の検査の対象となった公文書であり、こ

れらを見れば会計検査院がどのような文書に着目して検査を行っているかが分かり、

会計検査院の検査手法を推測することが可能となる。したがって、検査結果の最終決

定前に本件対象公文書が公にされた場合には、検査対象や検査手法が受検側の知ると

ころとなり、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれが生じると認

められる。

よって、本件対象公文書に記載してある情報は、国が行う会計検査事務に関する情

報であって、公にすることにより、条例第７条第６号イに掲げるおそれがある非開示

情報に該当すると認められる。

４ 結論

以上により、実施機関が公文書非開示決定をした本件処分は妥当であると認められ

ることから、「第１ 審査会の結論」のとおり判断した。

第６ 審査会の経緯等

当審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 内 容

平成２２年 ３ 月２５日 実施機関から諮問を受けた。

平成２２年 ５ 月１３日 実施機関から非開示理由説明書が提出された。
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平成２２年 ６ 月２２日 異議申立人から意見書が提出された。

平成２２年１１月２４日
事案の審議を行った。

（審査会第１回目）

平成２２年１２月１５日
実施機関の意見陳述の聴取を行った。

（審査会第２回目）

平成２３年 ３ 月１７日
事案の審議を行った。

（審査会第３回目）

平成２３年 ４ 月２０日
事案の審議を行った。

（審査会第４回目）

平成２３年 ６ 月 １ 日
事案の審議を行った。

（審査会第５回目）

平成２３年 ６ 月２２日 実施機関に対し答申を行った。
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